
第1条　訪問介護サービスを提供する事業所

名　称 パソナライフケア栄谷

介護保険指定事業者番号 和歌山市長指定　３０７０１０９６１０

所在地 640-8441 和歌山市栄谷179-1

連絡先 電 話 ０７３－４５５－３８３３

ﾌｧｯｸｽ ０７３－４５７－０６４４
管理者 岸　美和
事業実施地域

第2条　事業の目的及び運営方針
事業の目的

運営方針

第3条　サービス提供可能な日と時間

サービス提供日

サービス提供時間

第4条　事業所窓口の営業日と時間

営業日 月曜日から金曜日までとします。

但し、事務所は（1/1～1/3）休み

営業時間 午前９時から午後6時までとします。

第5条　事業所の職員体制

管理者 岸　美和

サービス提供責任者

訪問介護員 訪問介護ｻｰﾋﾞｽの提供をいたします。

養成研修２級課程修了者 68 名

第6条 契約締結からサービス提供までの流れ
１．

24時間
午後8時から午前6時は利用者の方と相談します。

重 要 事 項 説 明 書（訪問介護）

訪問介護サービス提供契約締結に際して説明及び同意を得なければならない内容、契
約上ご注意いただきたいことを次の通り説明します。

介護福祉士または訪問介護員研修の修了者（ホーム
ヘルパー）が、要介護状態にある利用者（高齢者
等）に、適切な指定訪問介護サービスを提供するこ
とを目的としています。

弊社の訪問介護員（ホームヘルパー）は、利用者の
心身の状況をもとに、その能力に応じ、自立した日
常生活が送れますように、入浴・排泄・食事の介護
や、その他の生活全般にわたる援助をおこないま
す。
また関係区市町村、地域の保健・医療・福祉サービ
スとの緊密な連携をとって、総合的なよりよいサー
ビスの提供を行います。

指定訪問介護の申し込みに係わる調整
訪問介護員（ホームヘルパー）の技術指導、訪問介
護計画の作成

利用者に対する具体的なサービス内容やサービス提供方針については、
「居宅サービス計画（ケアプラン）」がある場合はその内容を踏まえ、契
約締結後に作成する「訪問介護計画」に定めます。契約締結からサービス
提供までの流れは次の通りです。

月曜日から日曜日までとします。
なお、祝日・年末年始は、利用者の方とご相談しま
す。

岸美和・幡井麻矢･上山久美･中島真弓･古谷ともよ･竹葉珠美

但し、通院等乗降介助につきましては、月曜日から

和歌山市
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①

②

③

④

２．

① 要介護認定を受けている場合

○ 居宅介護支援事業者の紹介等必要な支援を行います。

○

○

○

② 要介護認定を受けていない場合

○ 要介護認定の申請に必要な支援を行います。

○

○

・

・

・

作成された居宅サービス計画に沿って、訪問介護計画を変更
し、それに基づき利用者にサービスを提供します。

介護保険給付対象サービスについては、介護保険の給付費額を
除いた料金(自己負担額)をお支払いいただきます。

訪問介護計画を作成し、それに基づき利用者にサービスを提供
します。

介護保険給付対象サービスについては、介護保険の給付費額を
除いた料金(自己負担額)をお支払いいただきます。

作成された居宅サービス計画に沿って、訪問介護計画を変更
し、それに基づき利用者にサービスを提供します。

訪問介護計画を作成し、それに基づき利用者にサービスを提供
します。

訪問介護計画は、居宅サービス計画（ケアプラン）が変更された
場合、もしくは利用者及びその家族等の要請に応じて変更の必要
があるかどうかを確認し変更の必要のある場合には、利用者及び
その家族等と協議して、訪問介護計画を変更いたします。

訪問介護計画が変更された場合には、利用者に対して書面を交付
し、その内容を確認していただきます。

利用者に係る「居宅サービス計画（ケアプラン）」が作成されていない場
合のサービス提供の流れは次の通りです。

居宅サービス計画の作成

介護保険給付対象サービスについては、利用料金を一旦全額お
支払いいただきます。（償還払い）

当事業所の担当者は、「居宅サービス計画（ケアプラン）」の内
容を踏まえ、訪問介護計画の原案作成やそのために必要な調査等
を行います。

訪問介護計画の原案について、利用者及びその家族等に対して説
明し、同意を得た上で決定します。

居宅サービス計画（ケアプラン）を作成して頂きます。必要に
応じて居宅介護支援事業者の紹介等必要な支援を行います。

居宅サービス計画の作成

要介護と認定された場合

要支援1・2と認定された場合
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・

・

第7条 提供するサービスの内容、加算の内容、料金及び利用料について

１．提供するサービス及び加算の内容

① 身体介護
食事の介助

入浴の介助 

排泄の介助  

身体の清拭 

その他の介助

② 生活援助

食事の世話

掃除

洗濯

買い物

その他の援助 相談、代行（役所等の手続き）援助など。

③ 加算
初回加算

医師の診断や指示・指導等で入浴してもよいと認められ
た利用者の、部分浴（手浴、足浴等）、シャワー浴、普
通入浴を家族に代わって付き添う介助を行います。
状況により、ヘルパー１人であるいは２人で介助、家族
とペアでの介助があります。

おむつの交換、失禁のお世話をします。
また便器での介助やその処理と洗浄、トイレやポータブ
ルトイレへの移乗又は移動や処理・洗浄、陰部・臀部の
洗浄を行います。

買い物は、利用者宅に伺ってから行きます。利用者の日
常生活に必要な物とします。金銭の取り扱いには留意
し、領収書等で確認を得ます。

からだの清拭には、全身と部分があります。利用者のそ
の日の状態に合わせ組み合わせて行います。利用者に快
適さを感じてもらえるように行います。

移動介助、体位交換、洗顔、洗髪、口腔ケア、シーツ交
換、衣類着替え、外出（通院等）介助、相談など。

契約は終了します。地域包括支援センター（介護予防支援事業
者）への紹介をおこないます。

調理、配膳、後片づけ等を行います。
調理の際は利用者宅にある材料を利用し、買い物等の必
要がある場合には、献立に合わせ利用者と相談します。

掃除をする範囲は、利用者が日常生活に使用している所
とし、居室、寝室、台所、トイレ、浴室、玄関、廊下等
とします。

利用者宅の洗濯機やコインランドリーを使用します。洗
う、干す、取り入れ、たたむ、収納までの援助を行いま
す。

新規に訪問介護計画を作成した場合、２ヶ月間サービス
のご利用が無くサービスを再開した月に訪問介護計画を
作成した場合にご請求させて頂きます。

契約は終了します。既に実施されたサービスの利用料金は全額
自己負担となります。

利用者の状況に合わせた、全面的な介助と部分的な介助
や見守りの３つがあります。
食事の用意、利用者の食事姿勢の介助、食事の介助、後
片づけを行います。

自立と認定された場合
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緊急時加算

　

２． 1 割）

① 身体介護

20分以上 円 円 円

30分未満 円 円 円

30分以上 円 円 円

1時間未満 円 円 円

1時間以上 円 円 円

円 円 円

30分毎に加算

② 生活介護

20分以上 円 円 円

30分未満 円 円 円

45分以上 円 円 円

円 円 円

円を加算

813

4,1993,501

6,658

420

8,127 9,753

2,792

提供するサービスの料金とその利用料について(負担割合

提供時間 金　額
提　供　時　間　帯

958

444

利用料(円) 316

1時間30分以上 円を加算

昼　間

提　供　時　間　帯

3,7822,521

308

全額料金(円)

早朝・夜間

加算Ⅰ同様の事業所や機関に所属の理学療法士・作業療
法士・言語聴覚士・医師が、利用者宅を訪問した上で加
算Ⅰ同様に助言等を行い、サ責等は計画書の作成や変更
を行う。

120

666

利用者やその家族等からの要請を受けて、サービス提供
責任者がケアマネジャーと連携を図り、ケアマネー
ジャーが必要と認めたときに、サービス提供責任者又は
その他の訪問介護員等が居宅サービス計画にない訪問介
護（身体介護）を行った場合にご請求させて頂きます。

昼　間

介護職員処遇
改善加算Ⅱ

1時間30分未満

利用料(円)

1,198

円を加算

全額料金(円)

144

全額料金(円)

6,502

全額料金(円)

円を加算

深　夜

3,157

2,563

円を加算

円を加算

650

1,437

975

生活機能向上
連携加算Ⅰ

中山間地域加
算

訪問リハ、通所リハ、リハを行う医療機関の理学療法
士・作業療法士・言語聴覚士・医師が自サービス事業所
利用時の利用者の状態を把握した上で、または動画等で
現状を確認した上で、加算を算定する事業所のサ責等に
助言を行う。
サ責等（計画作成責任者、介護支援専門員）は、助言を
参考に生活機能の向上を目標に入れた計画書を作成す
る。
 定期的に現状の確認と助言をもらい、必要に応じて計
画の変更を行う。

生活機能向上
連携加算Ⅱ

厚生労働大臣が定める、介護職員の処遇改善に関する基
準に適合している為、基準に従い加算額をご請求させて
頂きます。

4,438

279

全額料金(円)

厚生労働大臣が定める、体制要件及び人材要件を満たす
ため、基準に従い加算額をご請求させて頂きます。

5,543

350

利用料(円)

利用料(円)

全額料金(円)

554

3,084

利用料(円) 96

利用料(円)

金　額

256

深　夜早朝・夜間

特定事業所加
算Ⅱ

通常の事業の実施地域を越えてサービスの提供を行った
場合にご請求させて頂きます。

2,052

205

提供時間

378252
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③ 加算

項目

初回

緊急時訪問介護

生活機能向上連携Ⅰ

生活機能向上連携Ⅱ

特定事業所加算Ⅱ

※ 提供時間数は、居宅サービス計画に定める時間数によるものです。

提供時間帯：

早朝は、午前 ６時から午前　８時まで。（昼間の料金の25%増)

昼間は、午前 ８時から午後　６時まで。

夜間は、午後 ６時から午後１０時まで。（昼間の料金の25%増)

深夜は、午後１０時から午前６時まで。 （昼間の料金の50%増）

第8条 その他の費用について

１．キャンセル料

① ２４時間前までのご連絡の場合 ：キャンセル料は不要です

② ２４時間前までにご連絡の無い場合 ：1000円
２．

第9条 利用料、その他の費用の請求および支払い方法について

１．利用料、その他の費用の請求

①

②

２．利用料その他の費用の支払い

①

・ 事業者指定口座への振込

・ 利用者指定口座からの自動振替

・ 現金払い
②

３．

第10条 訪問介護サービスの利用に関する留意事項
１．サービス提供を行う訪問介護員

２．訪問介護員の交替

① 利用者からの交替の申し出

料金（円）

サービス提供時に、担当訪問介護員を決定します。
但し、実際のサービスの提供にあたっては、複数の訪問介護員が交替して
サービスを提供します。

利用料（円）

1,042 104

104

サービス提供の都度お渡しする利用者控えと内容を照合のうえ、請求
月の月末までに下記のいずれかの方法によりお支払いください。

お支払いを確認しましたら、領収証をお渡ししますので、必ず保管し
てください。

サービス提供単位数の 10.0%

サービス提供単位数の 22.4%

利用料その他の費用の支払いについて、支払い期日から２カ月以上遅延
し、さらに支払いの督促から１４日以内にお支払いが無い場合には、契約
を解約したうえで、未払い分をお支払いいただくことになります。

介護職員等処遇改善加算Ⅱ

208

2,084 208

1,042

利用料、その他の費用はサービス提供ごとに計算し、利用月ごとの合
計金額により請求いたします。

請求書は、利用明細を添えて利用月の翌月１５日までに利用者あてに
郵送します。

2,084

サービスのご利用をキャンセルする場合、キャンセル通知の時間により
キャンセル料を請求させていただきます。

サービス提供にあたり必要となる、利用者宅で使用する電気、ガス、水道
の費用は、利用者の別途負担となります。
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② 訪問介護員の変更をご希望される場合の相談窓口について

相談担当者

電話番号　 ０７３－４５５－３８３３

受付曜日と時間帯 月曜日から金曜日の午前９時から午後５時の間
③

３．事業者からの訪問介護員の交替

４．サービス実施時の留意事項

① 定められた業務以外の禁止

② 訪問介護サービスの実施に関する実施内容の説明

③ 備品等の使用

④ サービス内容の変更

⑤ 訪問介護員の禁止行為

・ 医療行為

・ 利用者又は家族の金銭、預貯金通帳、証書、書類などの預かり

・ 利用者又は家族からの金銭、物品、飲食の授受
・

・

・ 利用者の家族に対する訪問介護サービスの提供
・

・ 利用者の居宅での飲酒、喫煙、飲食

⑥ 災害時及び悪天候時におけるサービスの提供

訪問介護サービスの実施に関する実施内容の説明はすべて事業者が行
います。
ただし、事業者は訪問介護サービスの実施にあたってご利用者の事情
意向に十分に配慮するものとします。

訪問介護サービスの利用にあたり、『第7条　提供するサービスの内
容、加算の内容、料金及び利用料について』（４ページ）で定められ
たサービス以外の業務を事業者に依頼することはできません。

岸美和・幡井麻矢･上山久美･中島真弓･古谷ともよ･竹葉珠美

事業者の都合により、訪問介護員を交替することがあります。
訪問介護員を交替する場合はご利用者及びその家族に対してサービス実施
上の不利益が生じないよう十分に配慮するものとします。

訪問介護員の変更に関しましては、ご利用者のご希望を尊重して調整
を行いますが、ご希望に添えない場合もありますことを予めご了承く
ださい。

訪問介護サービス実施のために必要な備品等（水道・ガス・電気を含
む）は無償で使用させていただきます。

選任された訪問介護員の交替を希望する場合には、当該訪問介護員が
業務上、不適当と認められる事情その他交替を希望する理由を明らか
にして、事業者に対して訪問介護員の交替を申し出ることが出来ま
す。
但し、利用者から特定の訪問介護員の指定はできません。

サービス実施当日に、ご利用者の体調等の理由で予定されていたサー
ビスの実施が出来ない場合には、サービス内容の変更を行います。

身体拘束その他利用者の行動を制限する行為（利用者又は第三者等
の生命や身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除く）

災害時及び悪天候時には、サービスの中止、日時の変更、訪問介護員
の変更等お願いする場合があります。

その他利用者又は家族等に対して行う宗教活動、政治活動、営利活
動、その他迷惑行為

利用者の日常生活の範囲を超えたサービス提供（大掃除、庭掃除な
ど）

訪問介護員は、サービスの提供にあたって、次に該当する行為は行い
ません。
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５．保険給付として不適切な事例への対応について

① 「直接本人の援助」に該当しない行為

・ 利用者以外のものに係る洗濯、調理、買い物、布団干し
・ 主として利用者が使用する居室等以外の掃除
・ 来客の応接（お茶、食事の手配等）
・ 自家用車の洗車・清掃 等

② 「日常生活の援助」に該当しない行為

・ 草むしり
・ 花木の水やり
・ 犬の散歩等ペットの世話 等

③ 日常的に行われる家事の範囲を超える行為

・ 家具・電気器具等の移動、修繕、模様替え

・ 大掃除、窓のガラス磨き、床のワックスがけ

・ 室内外の修理、ペンキ塗り

・ 植木の剪定等の園芸

・ 正月、節句等のために特別な手間をかけて行う調理 等

６．保険給付の範囲外のサービス実施をご希望される場合

①

②

第11条 サービスの提供に当たって
１．

２．

３．

４．サービス提供は「訪問介護計画｣に基づいて行います。
なお、「訪問介護計画」は、利用者等の心身の状況や意向などの変化によ
り、必要に応じて変更することができます。

上記におけるサービスのご利用をなさらず、当事業所におけるサービ
スをご希望される場合は、別途契約に基づく介護保険外のサービスと
して、利用者の全額自己負担によってサービスを提供することは可能
です。
なお、その場合は、居宅サービス計画の策定段階における利用者の同
意が必要となることから、居宅介護支援事業者に連絡し、居宅介護
サービス計画の変更の援助を行います。

「訪問介護計画」は、利用者又は家族にその内容の説明を行い、同意を得
た上で交付いたしますので、ご確認いただくようお願いします。

利用者に係る居宅介護支援事業者が作成する「居宅サービス計画（ケアプ
ラン）」に基づき、利用者及び家族の意向を踏まえて、指定訪問介護の目
標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した｢訪
問介護計画｣を作成します。

次に掲げるように、保険給付として適切な範囲を逸脱していると考えられ
るサービス提供を求められた場合は、サービス提供をお断りする場合があ
ります。

訪問介護員が行わなくても日常生活を営むのに支障が生じないと判断
される行為

サービスの提供に先立って、介護保険被保険者証に記載された内容（被保
険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間）を確認させてい
ただきます。被保険者の住所などに変更があった場合は速やかに当事業者
にお知らせください。

事業所は、居宅介護支援事業者又は市町村に連絡した上で、ご希望内
容に応じて、配食サービス等の生活支援サービス、特定非営利活動法
人（ＮＰＯ法人）などの住民参加型福祉サービス、ボランティアなど
の活用のための助言を行います。

主として家族の利便に供する行為又は家族が行うことが適当であると
判断される行為
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５．

第12条 契約の解約・終了について
１．

２．

３．

①

②

③

４．

①

②

５．次の事由に該当した場合は、この契約は自動的に終了します。

①

②

③

④

第13条 身分証明書の携行

第14条 秘密の保持と個人情報の保護について

１．利用者及びその家族に関する秘密の保持について

２．個人情報の保護について
①

②

利用者がこの契約に定める利用料等の支払いを２カ月以上遅延し、利
用料等を支払うよう催告したにもかかわらず14日以内にこれが支払わ
れない場合

訪問介護員等は、常に身分証を携行し、初回訪問時及び利用者又は利用者の家
族から提示を求められた時は、いつでも身分証を提示します。

事業者がこの契約に定めるサービス提供を正常に行い得ない状況に
陥った場合

利用者は事業者に対して、契約終了を希望する７日前までにその旨を文書
で申し出ることにより、この契約を解約することができます。
但し、利用者の病変・急な入院など止むを得ない事情がある場合は、７日
前以内であってもこの契約を解約することができます。

事業者は、利用者及びその家族に関する個人情報が含まれる記録物に
ついては、細心の注意をもって管理し、また処分の際にも第三者への
漏洩を防止するものとします。

尚、個人情報取得に関しては、別紙にて同意を得ることといたします。
また、同意書の有効期限については、契約書に定める契約期間と同じとし
ます。

利用者またはその家族が、事業者やサービス従業者に対して、この契
約を継続し難いほどの重大な背信行為を行った場合

事業者は、利用者又はその代理人から予め文書で同意を得ない限り、
サービス担当者会議において、利用者の個人情報を用いません。
また、利用者の家族の個人情報についても、予め文書で同意を得ない
限り、サービス担当者会議で利用者の家族の個人情報を用いません。

事業者は止むを得ない事情がある場合、利用者に対して、１カ月間の予告
期間をおいて理由を示した文書で通知することにより、この契約を解約す
ることができます。

訪問介護員等に対するサービス提供に関する具体的な指示や命令は、すべ
て当事業者が行います。実際の提供に当たっては、利用者の心身の状況や
意向に充分な配慮を行います。

事業者及び事業者の使用する職員は、サービス提供をするうえで知り得た
利用者及びその家族に関する秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしませ
ん。この秘密を保持する義務は、契約が終了した後も継続します。

その他、利用者に介護サービスの提供が必要でなくなったと認められ
る場合

事業者が守秘義務に反した場合

事業者が正当な理由なくサービスを提供しない場合

利用者の要介護認定区分が、要支援と認定された場合

利用者の要介護認定区分が、自立と認定された場合

利用者が介護保険施設に入所した場合

次の事由に該当した場合は、利用者は事業者に文書で通知することによ
り、直ちに契約を解約することができます。

次の事由に該当した場合は、事業者は利用者に文書で通知することによ
り、直ちにこの契約を解約することができます。
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第15条 緊急時の対応方法について

第17条 訪問介護サービス内容について
１．

２．

３．サービス提供責任者（訪問介護計画作成者）

第18条 サービス提供に関する相談、苦情について

１．事業所の窓口

事業所 パソナライフケア栄谷

管理者 岸　美和

所在地 和歌山市栄谷179-1

電　話 ０７３－４５５－３８３３

受付日時 月曜日～金曜日 ９：００～１７：００

２．各区市町村の窓口

和歌山市介護保険課 （直通電話）

３．公的団体の窓口

和歌山県国民健康保険団体連合会（電話）

第19条 サービス提供の記録

事業者は、サービス提供の記録を作成し、

サービスを提供した日から５ 年間保管します。

第20条 損害保険への加入

第21条 利用者アンケート調査

■ 有 実施日 結果の開示　 無

□ 無

第22条 第三者評価の実施状況

□ 有 評価機関名称 開示状況

■ 無

事業者は、サービス提供時において、利用者に病状の急変が生じた場合や、そ
の他必要と判断した場合は、速やかに主治医・救急センターへの搬送等の必要
な措置を講じます。ご家族または緊急連絡先に連絡が取れない場合は事後連絡
になります。

第16条 事故発生時の対応について

このサービス内容の見積もりは、居宅サービス計画に沿って、事前にお聞
きした日常生活の状況や利用意向をもとに作成したものです。

契約締結後のサービス提供は、この内容に基づく「訪問介護計画」を作成
のうえで実施しますが、状況の変化、意向の変動などにより、内容変更も
可能です。

岸美和・幡井麻矢･上山久美･中島真弓･古谷ともよ･竹葉珠美

事業者は、福祉事業者総合賠償責任保険に加入しています。（保険会社：三井
住友海上火災保険株式会社、保険内容：施設賠償責任・生産物賠償責任）

事業者は、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、速や
かに利用者の家族に連絡を行います。又、必要と認めた場合は、市町村等及び
当該利用者に関わる居宅介護支援事業所に連絡を行うとともに、必要な措置を
講じます。又、その内容を記録に残します。

０７３（４３５）１１９０

令和7年8月31日

０７３（４２７）４６６５
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第23条 重要事項の変更について

虐待防止に関する事項

1.

①

②
③
④

2.

衛生管理等

①

➁

③

その他運営に関する重要事項

2

第28条 重要事項説明の年月日 令和　　　年　　　月　　　日

和歌山市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定
める条例（平成２４年和歌山市条例第４６号）

第24条 災害非常対策について

事業所は、非常災害に備えるため、地震等非常災害に対処するための計画を作
成し、消防等についての責任者を定め、年２回以上、避難訓練その他必要な訓
練を行うとともに、非常災害が発生した際もその事業が継続できるよう、他の
事業所等との連携及び協力を行う体制を構築するよう努めます。

第25条

事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委
員会をおおむね６ヶ月に１回以上開催するとともに、その結果について、
従業者に周知徹底しています。

事業者は、適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる
性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な
範囲を超えたものにより訪問介護従業者の就業環境が害されることを防止する
ための方針の明確化等の必要な措置を講じます。

事業者は、感染症や非常災害の発生時において、サービスの提供を継続的に実
施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画を策定
し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じます。

第27条

事業者は、利用者の人権の擁護・虐待等の防止のため、次のとおり必要な措置を
講じます。

虐待防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行
うことができるものとする。）を定期的に開催するとともに、その結果に
虐待防止のための指針の整備
従業者に対し虐待を防止するための定期的な研修の実施
前３号に掲げる措置を適切に実施するための担当者の設置

事業者は、サービス提供中に、事業所の従業者又は養護者（利用者の家族等高
齢者を現に養護する者）による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合
は、速やかに、これを区市町村に通報します。

重要事項説明書に記載した内容に変更が生じた場合には、書面を再交付し、署
名・捺印にて利用者の同意確認を行います。

(1) 事業者は、利用者の使用する備品等は清潔に保持し、定期的な消毒を施すなど
常に衛生的な管理に努めます。

(2) 事業者は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲
げる措置を講じます。

事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備していま
す。

従業者に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期
的に実施し、年１回以上の健康診断を受診させます。

第26条
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第1条 予防給付型訪問サービスを提供する事業所 　

名　称 パソナライフケア栄谷

和歌山市長指定　３０７０１０９６１０

所在地 640-8441

連絡先 電 話 ０７３－４５５－３８３３

ﾌｧｯｸｽ ０７３－４５５－３８３３

管理者

事業実施地域

第2条 事業の目的及び運営方針

事業の目的

運営方針

第3条 サービス提供可能な日と時間

サービス提供日

サービス提供時間 午前9時から午後5時までとします。

第4条 事業所窓口の営業日と時間

営業日 月曜日から金曜日までとします。

但し、事務所は（1/1～1/3）休み

営業時間 午前９時から午後６時までとします。

第5条 事業所の職員体制

管理者 岸　美和 　

サービス提供責任者

　

訪問介護員 予防給付型訪問サービスの提供をいたします。

養成研修２級課程修了者 68 名

第6条　　契約締結からサービス提供までの流れ

１．

岸美和・幡井麻矢･上山久美･中島真弓･古谷ともよ･竹葉珠美

利用者に対する具体的なサービス内容やサービス提供方針については、介
護予防サービス計画（ケアプラン）がある場合はその内容を踏まえ、契約
締結後に作成する予防給付型訪問サービス計画に定めます。契約締結から
サービス提供までの流れは次の通りです。

和歌山市栄谷179-1

重 要 事 項 説 明 書（予防給付型訪問サービス）

介護保険指定事業者番号

岸　美和

介護福祉士または介護職員基礎研修の修了者、訪問
介護員研修の修了者（ホームヘルパー）が、要支援
状態等にある利用者に、適切な予防給付型訪問サー
ビスを提供することを目的としています。
弊社の訪問介護員（ヘルパー）は、利用者の要支援
状態等の維持若しくは改善を図り、又は要介護状態
となることを予防し、利用者の心身機能の維持回復
を図り、もって利用者の生活機能の維持又は、向上
を目指し自立した日常生活を営む事ができるよう、
入浴、排泄、食事の介助その他の生活全般にわたる
支援を行います。
また関係区市町村、地域の保健・医療・福祉サービ
スとの緊密な連携をとって、総合的なよりよいサー
ビスの提供を行います。

月曜日から金曜日までとします。
但し、祝日・年末年始は利用者の方とご相談しま
す。

予防給付型訪問サービスの申し込みに係わる調整
訪問介護員（ホームヘルパー）の技術指導、予防給
付型訪問サービス計画の作成

予防給付型訪問サービス提供契約締結に際して説明及び同意を得なければならない内
容、契約上ご注意いただきたいことを次の通り説明します。

和歌山市
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①

②

③

④

２．

①

○

○

○

○

② 事業対象者認定、又は要支援認定を受けていない場合

○ 事業対象者認定、又は要支援認定の申請に必要な支援を行います。

○

○

事業対象者、又は要支援と認定された場合

・

 

　

・

介護予防サービス計画（ケアプラン）を作成して頂きます。必要に
応じて介護予防支援事業者の紹介等必要な支援を行います。

予防給付型訪問サービス計画を作成し、それに基づき利用者にサー
ビスを提供します。

介護保険給付対象サービスについては、利用料金を一旦全額お支払
いいただきます。（償還払い）

作成された介護予防サービス計画に沿って、予防給付型訪問サービ
ス計画を変更し、それに基づき利用者にサービスを提供します。

予防給付型訪問サービス計画を作成し、それに基づき利用者にサー
ビスを提供します。

事業対象者認定、又は要支援認定を受けている場合

予防給付型訪問サービス計画の作成

予防給付型訪問サービス計画が変更された場合には、利用者に対し
て書面を交付し、その内容を確認していただきます。

予防給付型訪問サービス計画は、介護予防サービス計画（ケアプラ
ン）が変更された場合、もしくは利用者及びその家族等の要請に応
じて変更の必要があるかどうかを確認し変更の必要のある場合に
は、利用者及びその家族等と協議して、予防給付型訪問サービス計
画を変更いたします。

利用者に係る介護予防サービス計画（ケアプラン）が作成されていない
場合のサービス提供の流れは次の通りです。

介護予防支援事業者の紹介等必要な支援を行います。

当事業所の担当者は、介護予防サービス計画（ケアプラン）の内容
を踏まえ、予防給付型訪問サービス計画の原案作成やそのために必
要な調査等を行います。

予防給付型訪問サービス計画の原案について、利用者及びその家族
等に対して説明し、同意を得た上で決定します。

介護保険給付対象サービスについては、介護保険の給付費額を除い
た料金(自己負担額)をお支払いいただきます。

作成された介護予防サービス計画に沿って、予防給付型訪問サービ
ス計画を変更し、それに基づき利用者にサービスを提供します。

予防給付型訪問サービス計画の作成
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・

要介護と認定された場合

自立と認定された場合

第7条　　提供するサービスの内容、加算の内容、料金及び利用料について

１．

① 身体介護

② 生活援助

相談、代行（役所等の手続き）援助など。

調理、配膳、後片づけ等を行います。
調理の際は利用者宅にある材料を利用し、買い物等の
必要がある場合には、献立に合わせ利用者と相談しま
す。

身体の清拭 からだの清拭には、全身と部分があります。利用者の
その日の状態に合わせ組み合わせて行います。利用者
に快適さを感じてもらえるように行います。

おむつの交換、失禁のお世話をします。また便器での
介助やその処理と洗浄、トイレやポータブルトイレへ
の移乗又は移動や処理・洗浄、陰部・臀部の洗浄を行
います。

食事の世話

契約は終了します。居宅介護支援事業者への紹介を行います。

利用者宅の洗濯機やコインランドリーを使用します。
洗う、干す、取り入れ、たたむ、収納までの援助を行
います。

掃除をする範囲は、利用者が日常生活に使用している
所とし、居室、寝室、台所、トイレ、浴室、玄関、廊
下等とします。

洗濯

掃除

排泄の介助

その他の介助

利用者の状況に合わせた、全面的な介助と部分的な介
助や見守りの３つがあります。
食事の用意、利用者の食事姿勢の介助、食事の介助、
後片づけを行います。

医師の診断や指示・指導等で入浴してもよいと認めら
れた利用者の、部分浴（手浴、足浴等）、シャワー
浴、普通入浴を家族に代 わって付き添う介助を行いま
す。
状況により、ヘルパー１人もしくは２人で介助、家族
とペアでの介助があります。

入浴の介助

提供するサービス及び加算の内容

移動介助、体位交換、洗顔、洗髪、口腔ケア、シーツ
交換、衣類着替え、外出（通院等）介助、相談など。

契約は終了します。既に実施されたサービスの利用料金は全額自己
負担となります。

介護保険給付対象サービスについては、介護保険の給付費額を除い
た料金(自己負担額)をお支払いいただきます。

食事の介助

買い物は、利用者宅に伺ってから行きます。利用者の
日常生活に必要な物とします。金銭の取り扱いには留
意し、領収書等で確認を得ます。

その他の援助

買い物
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③ 加算

２．提供するサービスの料金とその利用料について

①

支給区分

利用料金 円 円 円

円 円 円

自己負担額 円 円 円

※負担割合 1 割

②　加算

円 円

円 円

円 円

③

④

・ 月途中からスタートする場合

・ 月途中に要介護から要支援に変更となった場合

・ 月途中に要支援から要介護に変更となった場合

・ 同一保険者管内での転居等により事業所を変更した場合

・ 月途中に要支援度が変更となった場合
・ 月途中にショートステイをご利用になった場合

⑤

自己負担額利用料金

208

104

サービス提供単位数の 22.4%

項目

初回

生活機能向上連携Ⅰ

生活機能向上連携Ⅱ

介護職員等処遇改善加算Ⅱ

2,084 208

2,084

1,042

月ごとの定額制となっているため、月の途中から利用を開始したり月の
途中で終了した場合であっても、以下に該当する場合を除いては、原則
として、日割り計算は行いません。

利用者がまだ事業対象者認定、又は要支援認定を受けていない場合に
は、サービス実施料金の全額をいったんお支払いいただきます。要支援
認定を受けた後、自己負担額を除く金額が介護保険から払い戻されま
す。（償還払い）

22,028

Ⅰ

おおむね週３回以上

2,448

介護保険適用分

1,226

12,253

おおむね週１回

38,835

おおむね週２回

24,476

10.0%

3,884

利用者の体調不良や状態の改善等により予防給付型訪問サービス計画に
定めた期日よりも利用が少なかった場合であっても、日割りでの割引は
しません。

サービス提供単位数の

訪問リハビリテーション実施時にサービス提供責任者
とリハビリテーション専門職が、同時に利用者宅を訪
問し、両者協同による予防給付型訪問サービス計画を
作成した場合、初回の訪問介護が行われた日から、3ヶ
月間ご請求させて頂きます。

利用料金は１ヶ月ごとの定額制です。介護予防サービス計画において位
置づけられた支給区分によって次のとおりとなります。

Ⅱ

・介護職員処遇
　改善加算
・介護職員特定
　処遇改善加算

通常の事業の実施地域を越えてサービスの提供を行っ
た場合にご請求させて頂きます。

34,95111,027

厚生労働大臣が定める、介護職員の処遇改善に関する
基準に適合している為、基準に従い加算額をご請求さ
せて頂きます。

新規に予防給付型訪問サービス計画を作成した場合、
又は２ヶ月間サービスのご利用が無くサービスを再開
した月に予防給付型訪問サービス計画を作成した場合
にご請求させて頂きます。

初回加算

Ⅲ

生活機能向上連
携加算

中山間地域
加算

特定事業所加算Ⅱ
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⑥

⑦

第8条　　利用の中止、変更、追加等

１．

２．

３．

４．

第9条　　利用料、その他の費用の請求および支払い方法について

１．利用料、その他の費用の請求

①

②

２．利用料その他の費用の支払い
①

・ 事業者指定口座への振込

・ 利用者指定口座からの自動振替 　

・ 現金払い

②

③

第10条　　予防給付型訪問サービスの利用に関する留意事項

１．サービス提供を行う訪問介護員等

サービス提供時に、担当訪問介護員等を決定します。

２．訪問介護員等の交替

① 利用者からの交替の申し出

請求書は、利用明細を添えて利用月の翌月１５日までに利用者あてに郵
送します。

利用予定日の前に、ご利用者の都合により、サービスの利用を中止又は変
更、もしくは新たなサービスの利用を追加することができます。この場合
にはサービスの実施日の前日（但し、営業日の受付時間中）までに事業者
に申し出てください。

介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、
ご利用者の負担額を変更します。

利用料、その他の費用はサービス提供ごとに計算し、利用月ごとの合計
金額により請求いたします。

お支払いを確認しましたら、領収証をお渡ししますので、必ず保管して
ください。

サービス実施日当日の利用の中止の申し出による、他の日時への変更はお
受けできません。

利用料その他の費用の支払いについて、支払い期日から２カ月以上遅延
し、さらに支払いの督促から１４日以内にお支払いが無い場合には、契
約を解約したうえで、未払い分をお支払いいただくことになります。

サービス実施の変更・追加の申し出に対して、訪問介護員等の稼働状況に
より利用者の希望する期間にサービスの提供ができない場合、他の利用可
能日時を利用者に提示して協議します。

ただし、実際のサービスの提供にあたっては、複数の訪問介護員等が交替
してサービスを提供します。

利用者の体調不良や状態の改善等により予防給付型訪問サービス計画に定
めた期日よりも利用が少なかった場合、日割りでの割引はしません。

選任された訪問介護員等の交替を希望する場合には、当該訪問介護員等
が業務上、不適当と認められる事情、その他、交替を希望する理由を明
らかにして、事業者に対して訪問介護員等の交替を申し出ることが出来
ます。
ただし、利用者から特定の訪問介護員等の指定はできません。

サービス提供の都度お渡しする利用者控えと内容を照合のうえ、請求月
の月末までに下記のいずれかの方法によりお支払いください。

介護予防サービス計画（ケアプラン）が作成されていない場合も償還払
いとなります。償還払いとなる場合、ご利用者が保険給付の申請を行う
ために必要となる事項を記載した「サービス提供証明書」を交付しま
す。
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　 ② 訪問介護員等の変更をご希望される場合の相談窓口について

相談担当者

電話番号　 ０７３－４５５－３８３３

受付曜日と時間帯 月曜日から金曜日の午前９時から午後５時の間

③

３．事業者からの訪問介護員等の交替

４．サービス実施時の留意事項

① 定められた業務以外の禁止

② 予防給付型訪問サービスの実施に関する実施内容の説明

③ 備品等の使用

④ サービス内容の変更

⑤ 訪問介護員等の禁止行為

・ 医療行為

・ 利用者又は家族の金銭、預貯金通帳、証書、書類などの預かり

・ 利用者又は家族からの金銭、物品、飲食の授受
・

・

・ 利用者の家族に対する予防給付型訪問サービスの提供

・

・ 利用者の居宅での飲酒、喫煙、飲食
⑥ 災害時及び悪天候時におけるサービスの提供

５．保険給付として不適切な事例への対応について

予防給付型訪問サービスの利用にあたり、『第7条　提供するサービス
の内容、加算の内容、料金及び利用料について』（３ページ）で定めら
れたサービス以外の業務を事業者に依頼することはできません。

岸美和・幡井麻矢･上山久美･中島真弓･古谷ともよ･竹葉珠美

利用者の日常生活の範囲を超えたサービス提供（大掃除、庭掃除な
ど）

訪問介護員等の変更に関しましては、ご利用者のご希望を尊重して調整
を行いますが、ご希望に添えない場合もありますことを予めご了承くだ
さい。

身体拘束その他利用者の行動を制限する行為（利用者又は第三者等
の生命や身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除く）

訪問介護員等は、サービスの提供にあたって、次に該当する行為は行い
ません。

予防給付型訪問サービスの実施に関する実施内容の説明はすべて事業者
が行います。
但し、事業者は予防給付型訪問サービスの実施にあたってご利用者の事
情意向に十分に配慮するものとします。

予防給付型訪問サービス実施のために必要な備品等（水道・ガス・電気
を含む）は無償で使用させていただきます。

災害時及び悪天候時には、サービスの中止、日時の変更、訪問介護員等
の変更等お願いする場合があります。

その他利用者又は家族等に対して行う宗教活動、政治活動、営利活
動、その他迷惑行為

次に掲げるように、保険給付として適切な範囲を逸脱していると考えられ
るサービス提供を求められた場合は、サービス提供をお断りする場合があ
ります。

サービス実施当日に、ご利用者の体調等の理由で予定されていたサービ
スの実施が出来ない場合には、サービス内容の変更を行います。

事業者の都合により、訪問介護員等を交替することがあります。訪問介護
員等を交替する場合はご利用者及びその家族に対してサービス実施上の不
利益が生じないよう十分に配慮するものとします。
訪問介護員等の変更に関しましては、ご利用者のご希望を尊重して調整を
行いますが、ご希望に添えない場合もありますことを予めご了承くださ
い。
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①

・ 利用者以外のものに係る洗濯、調理、買い物、布団干し
・ 主として利用者が使用する居室等以外の掃除
・ 来客の応接（お茶、食事の手配等）
・ 自家用車の洗車・清掃 等

② 「日常生活の援助」に該当しない行為

・ 草むしり
・ 花木の水やり
・ 犬の散歩等ペットの世話 等

③ 日常的に行われる家事の範囲を超える行為

・ 家具・電気器具等の移動、修繕、模様替え

・ 大掃除、窓のガラス磨き、床のワックスがけ

・ 室内外の修理、ペンキ塗り

・ 植木の剪定等の園芸

・ 正月、節句等のために特別な手間をかけて行う調理 等

６．保険給付の範囲外のサービス実施を希望される場合

①

②

第11条　　サービスの提供に当たって

１．

２．

３．

４．サービス提供は予防給付型訪問サービス計画に基づいて行います。

５．

訪問介護員が行わなくても日常生活を営むのに支障が生じないと判断さ
れる行為

利用者に係る地域包括支援センター（介護予防支援事業者）が作成する介
護予防サービス計画（ケアプラン）に基づき、利用者及び家族の意向を踏
まえて、予防給付型訪問サービスの目標、当該目標を達成するための具体
的なサービスの内容等を記載した予防給付型訪問サービス計画を作成しま
す。

サービスの提供に先立って、介護保険被保険者証に記載された内容（被保
険者資格、事業対象者認定、又は要支援認定の有無及び要支援認定の有効
期間）を確認させていただきます。被保険者の住所などに変更があった場
合は速やかに当事業者にお知らせください。

「直接本人の援助」に該当しない行為

事業者は、居宅介護支援事業者又は市町村に連絡した上で、ご希望内容
に応じて、配食サービス等の生活支援サービス、特定非営利活動法人
（ＮＰＯ法人）などの住民参加型福祉サービス、ボランティアなどの活
用のための助言を行います。

上記におけるサービスのご利用をなさらず、当事業所におけるサービス
をご希望される場合は、別途契約に基づく介護保険外のサービスとし
て、利用者の全額自己負担によってサービスを提供することは可能で
す。その場合は、介護予防サービス計画（ケアプラン）の策定段階にお
ける利用者の同意が必要となることから、包括支援センター（介護予防
支援事業者）に連絡し、介護予防サービス計画（ケアプラン）の変更の
援助を行います。

主として家族の利便に供する行為又は家族が行うことが適当であると判
断される行為

訪問介護員等に対するサービス提供に関する具体的な指示や命令は、すべ
て当事業者が行います。実際の提供に当たっては、利用者の心身の状況や
意向に充分な配慮を行います。

なお、予防給付型訪問サービス計画は、利用者等の心身の状況や意向など
の変化により、必要に応じて変更することができます。

予防給付型訪問サービス計画は、利用者又は家族にその内容の説明を行い
同意を得た上で交付いたしますので、ご確認いただくようお願いします。
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第12条　　契約の解約・終了について

１．

２．

３．

① 事業者が正当な理由なくサービスを提供しない場合

② 事業者が守秘義務に反した場合

③

４．

①

②

５．

①

②

③

④

第13条　　身分証明書の携行

第14条　　秘密の保持と個人情報の保護について

１．利用者及びその家族に関する秘密の保持について

２．個人情報の保護について
①

②

事業者は止むを得ない事情がある場合、利用者に対して、１カ月間の予告
期間をおいて理由を示した文書で通知することにより、この契約を解約す
ることができます。

次の事由に該当した場合は、利用者は事業者に文書で通知することによ
り、直ちに契約を解約することができます。

利用者がこの契約に定める利用料等の支払いを２カ月以上遅延し、利用
料等を支払うよう催告したにもかかわらず14日以内にこれが支払われな
い場合
利用者またはその家族が、事業者やサービス従業者に対して、この契約
を継続し難いほどの重大な背信行為を行った場合

その他、利用者に介護サービスの提供が必要でなくなったと認められ
る場合

次の事由に該当した場合は、この契約は自動的に終了します。

訪問介護員等は、常に身分証を携行し、初回訪問時及び利用者又は利用者の家
族から提示を求められた時は、いつでも身分証を提示します。

事業者及び訪問介護員等は、サービス提供をするうえで知り得た利用者及
びその家族に関する秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。この
秘密を保持する義務は、契約が終了した後も継続します。
尚、個人情報取得に関しては、別紙にて同意を得ることといたします。
また同意書の有効期限については、契約書に定める契約期間と同じとしま
す。

事業者は、利用者及びその家族に関する個人情報が含まれる記録物につ
いては、細心の注意をもって管理し、また処分の際にも第三者への漏洩
を防止するものとします。

利用者が介護保険施設に入所した場合

利用者の事業対象者認定、又は要支援認定区分が、要介護と認定された
場合

事業者は、利用者又はその代理人から予め文書で同意を得ない限り、
サービス担当者会議において、利用者の個人情報を用いません。また、
利用者の家族の個人情報についても、予め文書で同意を得ない限り、
サービス担当者会議で利用者の家族の個人情報を用いません。

次の事由に該当した場合は、事業者は利用者に文書で通知することによ
り、直ちにこの契約を解約することができます。

利用者の事業対象者認定、又は要支援認定区分が、自立と認定された場
合

利用者は事業者に対して、契約終了を希望する７日前までにその旨を文書
で申し出ることにより、この契約を解約することができます。ただし、利
用者の病変・急な入院など止むを得ない事情がある場合は、７日前以内で
あってもこの契約を解約することができます。

事業者がこの契約に定めるサービス提供を正常に行い得ない状況に陥っ
た場合
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第15条　　緊急時の対応方法について

第17条　　予防給付型訪問サービス内容について

１．

２．

３．サービス提供責任者（予防給付型訪問サービス計画作成者）

第18条　　サービス提供に関する相談、苦情について

１．事業所の窓口

事業所 パソナライフケア栄谷

管理者 岸　美和

所在地 和歌山市栄谷179-1

電　話 ０７３－４５５－３８３３

受付日時 月曜日～金曜日　　９：００～１７：００

２．各区市町村の窓口

和歌山市介護保険課 （直通電話）

３．公的団体の窓口 0

和歌山県国民健康保険団体連合会 （電話）

第19条　　サービス提供の記録

事業者は、サービス提供の記録を作成し、

サービスを提供した日から５ 年間保管します。

第20条　　損害保険への加入

第21条 利用者アンケート調査

■ 有 実施日 結果の開示　 無

□ 無

第22条 第三者評価の実施状況

□ 有 評価機関名称 開示状況

■ 無

第16条 事故発生時の対応について

０７３（４３５）１１９０

岸美和・幡井麻矢･上山久美･中島真弓･古谷ともよ･竹葉珠美

０７３（４２７）４６６５

令和7年8月31日

事業者は、福祉事業者総合賠償責任保険に加入しています。（保険会社：三井
住友海上火災保険株式会社、保険内容：施設賠償責任・生産物賠償責任）

事業者は、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、速や
かに利用者の家族に連絡を行います。又、必要と認めた場合は、市町村等及び
当該利用者に関わる居宅介護支援事業所に連絡を行うとともに、必要な措置を
講じます。又、その内容を記録に残します。

事業者は、サービス提供時において、利用者に病状の急変が生じた場合や、そ
の他必要と判断した場合は、速やかに主治医・救急センターへの搬送等の必要
な措置を講じます。ご家族または緊急連絡先に連絡が取れない場合は事後連絡
になります。

このサービス内容の見積もりは、介護予防サービス計画（ケアプラン）に
沿って、事前にお聞きした日常生活の状況や利用意向をもとに作成したも
のです。

契約締結後のサービス提供は、この内容に基づく予防給付型訪問サービス
計画を作成のうえで実施しますが、状況の変化、意向の変動などにより、
内容変更も可能です。
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第23条　　重要事項の変更について

虐待防止に関する事項

1.

①

②
③
④

2.

衛生管理等

①

➁

③

その他運営に関する重要事項

2

第28条　　重要事項説明の年月日

の規定に基づき、利用者に説明を致しました。

従業者に対し虐待を防止するための定期的な研修の実施
前３号に掲げる措置を適切に実施するための担当者の設置

事業者は、サービス提供中に、事業所の従業者又は養護者（利用者の家族等高
齢者を現に養護する者）による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合
は、速やかに、これを区市町村に通報します。

事業所は、感染症や非常災害の発生時において、サービスの提供を継続的に実
施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画を策定
し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じます。

第26条

第27条

事業所は、適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる
性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な
範囲を超えたものにより訪問介護従業者の就業環境が害されることを防止する
ための方針の明確化等の必要な措置を講じます。

(1) 事業者は、利用者の使用する備品等は清潔に保持し、定期的な消毒を施すなど
常に衛生的な管理に努めます。

(2) 事業者は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲
げる措置を講じます。

事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委
員会をおおむね６ヶ月に１回以上開催するとともに、その結果について、
従業者に周知徹底しています。

事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備していま
す。

従業者に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期
的に実施し、年１回以上の健康診断を受診させます。

重要事項説明書に記載した内容に変更が生じた場合には、書面を再交付し、署
名・捺印にて利用者の同意確認を行います。

第24条 災害非常対策について

事業者は、非常災害に備えるため、地震等非常災害に対処するための計画を作
成し、消防等についての責任者を定め、年２回以上、避難訓練その他必要な訓
練を行うとともに、非常災害が発生した際もその事業が継続できるよう、他の
事業所等との連携及び協力を行う体制を構築するよう努めます。

第25条

虐待防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行
うことができるものとする。）を定期的に開催するとともに、その結果に
虐待防止のための指針の整備

和歌山市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員，設備及び運営並びに
指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法
に関する基準等を定める条例（平成24年12月20日条例第51号）

令和　　　年　　　月　　　日

事業者は、利用者の人権の擁護・虐待等の防止のため、次のとおり必要な措置
を講じます。
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第1条 生活支援型訪問サービスを提供する事業所 　

名　称 パソナライフケア栄谷

和歌山市長指定　３０７０１０９６１０

所在地 640-8441

連絡先 電 話 ０７３－４５５－３８３３

ﾌｧｯｸｽ ０７３－４５５－３８３３

管理者

事業実施地域

第2条 事業の目的及び運営方針

事業の目的

運営方針

第3条 サービス提供可能な日と時間

サービス提供日 月曜日から金曜日までとします。

祝日・年末年始（12/29～1/3）休み

サービス提供時間 ９：００～１７：００

第4条 事業所窓口の営業日と時間

営業日 月曜日から金曜日までとします。

但し、事務所は（1/1～1/3）休み

営業時間 午前９時から午後6時までとします。

第5条 事業所の職員体制

管理者 岸　美和 　

訪問事業責任者

　

従業者 生活支援型訪問サービスの提供をいたします。

養成研修２級課程修了者 64 名

和歌山市栄谷179-1

介護福祉士または介護職員基礎研修の修了者、訪問
介護員研修の修了者（ホームヘルパー）が、要支援
状態等にある利用者に、適切な生活支援型訪問サー
ビスを提供することを目的としています。

弊社の訪問介護員（ヘルパー）は、利用者の要支援
状態等の維持若しくは改善を図り、要介護状態とな
ることを予防し、利用者の心身機能の維持回復を図
り、利用者の生活機能の維持、又は向上を目指し自
立した日常生活を営む事ができるよう、生活全般に
わたる支援を行います。
また、関係区市町村、地域の保健・医療・福祉サー
ビスとの緊密な連携をとって、総合的なよりよい
サービスの提供を行います。

生活支援型訪問サービスの申し込みに係わる調整
訪問介護員（ホームヘルパー）の技術指導、生活支
援型訪問サービス計画の作成

山田　智子

重 要 事 項 説 明 書（生活支援型訪問サービス）

介護保険指定事業者番号

岸　美和

生活支援型訪問サービス提供契約締結に際して説明及び同意を得なければならない内
容、契約上ご注意いただきたいことを次の通り説明します。

和歌山市

ー　1　ー



第6条　　契約締結からサービス提供までの流れ

１．

①

②

③

④

２．

①

○

○

○

○

② 事業対象者認定、又は要支援認定を受けていない場合

○ 事業対象者認定、又は要支援認定の申請に必要な支援を行います。

○

○

作成された介護予防サービス計画に沿って、生活支援型訪問サービス
計画を変更し、それに基づき利用者にサービスを提供します。

介護保険給付対象サービスについては、介護保険の給付費額を除
いた料金(自己負担額)をお支払いいただきます。

利用者に対する具体的なサービス内容やサービス提供方針については、介
護予防サービス計画（ケアプラン）がある場合はその内容を踏まえ、契約
締結後に作成する生活支援型訪問サービス計画に定めます。契約締結から
サービス提供までの流れは次の通りです。

生活支援型訪問サービス計画の作成

介護予防支援事業者の紹介等必要な支援を行います。

生活支援型訪問サービス計画を作成し、それに基づき利用者に
サービスを提供します。

当事業所の担当者は、介護予防サービス計画（ケアプラン）の内
容を踏まえ、生活支援型訪問サービス計画の原案作成やそのため
に必要な調査等を行います。

生活支援型訪問サービス計画の原案について、利用者及びその家
族等に対して説明し、同意を得た上で決定します。

生活支援型訪問サービス計画が変更された場合には、利用者に対
して書面を交付し、その内容を確認していただきます。

生活支援型訪問サービス計画は、介護予防サービス計画（ケアプ
ラン）が変更された場合、もしくは利用者及びその家族等の要請
に応じて変更の必要があるかどうかを確認し変更の必要のある場
合には、利用者及びその家族等と協議して、生活支援型訪問サー
ビス計画を変更いたします。

利用者に係る介護予防サービス計画（ケアプラン）が作成されていな
い場合のサービス提供の流れは次の通りです。

事業対象者認定、又は要支援認定を受けている場合

生活支援型訪問サービス計画を作成し、それに基づき利用者に
サービスを提供します。

介護保険給付対象サービスについては、利用料金を一旦全額お支
払いいただきます。（償還払い）
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事業対象者、又は要支援と認定された場合

・

 
　

・

・

要介護と認定された場合

自立と認定された場合

第7条　　提供するサービスの内容、加算の内容、料金及び利用料について

１．

① 生活援助

相談、代行（役所等の手続き）援助など。

２．提供するサービスの料金とその利用料について

①

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

※ １回あたりのご利用料金は 円となります。

洗濯

掃除

買い物は、利用者宅に伺ってから行きます。利用者の
日常生活に必要な物とします。金銭の取り扱いには留
意し、領収書等で確認を得ます。

介護保険給付対象サービスについては、介護保険の給付費額を除
いた料金(自己負担額)をお支払いいただきます。

作成された介護予防サービス計画（ケアプラン）に沿って、生活
支援型訪問サービス計画を変更し、それに基づき利用者にサービ
スを提供します。

介護予防サービス計画（ケアプラン）を作成して頂きます。必要
に応じて介護予防支援事業者の紹介等必要な支援を行います。

利用者宅の洗濯機やコインランドリーを使用します。
洗う、干す、取り入れ、たたむ、収納までの援助を行
います。

生活支援型訪問サービス計画の作成

契約は終了します。居宅介護支援事業者への紹介をおこないます。

提供するサービス及び加算の内容

契約は終了します。既に実施されたサービスの利用料金は全額自
己負担となります。

利用料金は１回ごとの日額制です。介護予防サービス計画（ケアプラ
ン）において位置づけられた支給区分によって次のとおりとなりま
す。

29,376

2,938

食事の世話 調理、配膳、後片づけ等を行います。
調理の際は利用者宅にある材料を利用し、買い物等の
必要がある場合には、献立に合わせ利用者と相談しま
す。

その他の援助

買い物

掃除をする範囲は、利用者が日常生活に使用している
所とし、居室、寝室、台所、トイレ、浴室、玄関、廊
下等とします。

Ⅰ

週１回程度

（月5回まで）

9,792

17,625

1,959

245

Ⅲ

週３回程度

（月15回まで）

26,4388,812

980

Ⅱ

週２回程度

（月10回まで）

19,584

支給区分※

利用料金
介護保険適用分

自己負担額

1回あたり

2,448

2,203

245
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②

③

④

第8条　　利用の中止、変更、追加等

１．

２．

３．

4．

第9条　　利用料、その他の費用の請求および支払い方法について

１．利用料、その他の費用の請求

①

②

２．利用料その他の費用の支払い
①

・ 事業者指定口座への振込

・ 利用者指定口座からの自動振替 　

・ 現金払い

②

③

第10条　　生活支援型訪問サービスの利用に関する留意事項

１．サービス提供を行う従業者等

サービス提供時に、従業者等を決定します。

利用者がまだ事業対象者認定、又は要支援認定を受けていない場合に
は、サービス実施料金の全額をいったんお支払いいただきます。要支
援認定を受けた後、自己負担額を除く金額が介護保険から払い戻され
ます。（償還払い）

利用予定日の前に、ご利用者の都合により、サービスの利用を中止又は変
更、もしくは新たなサービスの利用を追加することができます。この場合
にはサービスの実施日の前日（但し、営業日の受付時間中）までに事業者
に申し出てください。

サービス実施の変更・追加の申し出に対して、従業者等の稼働状況により
利用者の希望する期間にサービスの提供ができない場合、他の利用可能日
時を利用者に提示して協議します。

介護予防サービス計画（ケアプラン）が作成されていない場合も償還
払いとなります。償還払いとなる場合、ご利用者が保険給付の申請を
行うために必要となる事項を記載した「サービス提供証明書」を交付
します。

請求書は、利用明細を添えて利用月の翌月１５日までに利用者あてに
郵送します。

サービス提供の都度お渡しする利用者控えと内容を照合のうえ、請求
月の月末までに下記のいずれかの方法によりお支払いください。

介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせ
て、ご利用者の負担額を変更します。

利用料、その他の費用はサービス提供ごとに計算し、利用月ごとの合
計金額により請求いたします。

お支払いを確認しましたら、領収証をお渡ししますので、必ず保管し
てください。

サービス実施日当日の利用の中止の申し出による、他の日時への変更はお
受けできません。

利用料その他の費用の支払いについて、支払い期日から２カ月以上遅
延し、さらに支払いの督促から１４日以内にお支払いが無い場合に
は、契約を解約したうえで、未払い分をお支払いいただくことになり
ます。

ただし、実際のサービスの提供にあたっては、複数の従業者等が交替して
サービスを提供します。

サービスのご利用をキャンセルする場合、キャンセル通知の時間により
キャンセル料を請求させていただきます。
①２４時間前までのご連絡の場合：キャンセル料は不要です
②２４時間前までにご連絡の無い場合：1000円
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２．従業者等の交替

① 利用者からの交替の申し出

　 ② 従業者等の変更をご希望される場合の相談窓口について

相談担当者

電話番号　 ０７３－４５５－３８３３

受付曜日と時間帯 月曜日から金曜日の午前９時から午後５時の間
③

３．事業者からの従業者等の交替

４．サービス実施時の留意事項

① 定められた業務以外の禁止

② 生活支援型訪問サービスの実施に関する実施内容の説明

③ 備品等の使用

④ サービス内容の変更

⑤ 従業者等の禁止行為

・ 医療行為

・ 利用者又は家族の金銭、預貯金通帳、証書、書類などの預かり

・ 利用者又は家族からの金銭、物品、飲食の授受
・ 身体拘束その他利用者の行動を制限する行為（利用者又は第三者

等の生命や身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除く）

従業者等は、サービスの提供にあたって、次に該当する行為は行いま
せん。

従業者等の変更に関しましては、ご利用者のご希望を尊重して調整を
行いますが、ご希望に添えない場合もありますことを予めご了承くだ
さい。

サービス実施当日に、ご利用者の体調等の理由で予定されていたサー
ビスの実施が出来ない場合には、サービス内容の変更を行います。

事業者の都合により、従業者等を交替することがあります。従業者等を交
替する場合はご利用者及びその家族に対してサービス実施上の不利益が生
じないよう十分に配慮するものとします。
従業者等の変更に関しましては、ご利用者のご希望を尊重して調整を行い
ますが、ご希望に添えない場合もありますことを予めご了承ください。

生活支援型訪問サービスの利用にあたり、『第7条　提供するサービ
スの内容、加算の内容、料金及び利用料について』（３ページ）で定
められたサービス以外の業務を事業者に依頼することはできません。

生活支援型訪問サービスの実施に関する実施内容の説明はすべて事業
者が行います。
但し、事業者は生活支援型訪問サービスの実施にあたってご利用者の
事情意向に十分に配慮するものとします。

生活支援型訪問サービス実施のために必要な備品等（水道・ガス・電
気を含む）は無償で使用させていただきます。

山田　智子

選任された従業者等の交替を希望する場合には、当該従業者等が業務
上、不適当と認められる事情、その他、交替を希望する理由を明らか
にして、事業者に対して従業者等の交替を申し出ることが出来ます。
ただし、利用者から特定の従業者等の指定はできません。
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・

・ 利用者の家族に対する生活支援型訪問サービスの提供

・

・ 利用者の居宅での飲酒、喫煙、飲食
⑥ 災害時及び悪天候時におけるサービスの提供

５．保険給付として不適切な事例への対応について

①

・ 利用者以外のものに係る洗濯、調理、買い物、布団干し
・ 主として利用者が使用する居室等以外の掃除
・ 来客の応接（お茶、食事の手配等）
・ 自家用車の洗車・清掃 等

② 「日常生活の援助」に該当しない行為

・ 草むしり ・ 花木の水やり ・ 犬の散歩等ペットの世話 等

③ 日常的に行われる家事の範囲を超える行為

・ 家具・電気器具等の移動、修繕、模様替え

・ 大掃除、窓のガラス磨き、床のワックスがけ

・ 室内外の修理、ペンキ塗り

・ 植木の剪定等の園芸

・ 正月、節句等のために特別な手間をかけて行う調理 等

６．保険給付の範囲外のサービス実施を希望される場合

①

②

「直接本人の援助」に該当しない行為

事業者は、居宅介護支援事業者又は市町村に連絡した上で、ご希望内
容に応じて、配食サービス等の生活支援サービス、特定非営利活動法
人（ＮＰＯ法人）などの住民参加型福祉サービス、ボランティアなど
の活用のための助言を行います。

上記におけるサービスのご利用をなさらず、当事業所におけるサービ
スをご希望される場合は、別途契約に基づく介護保険外のサービスと
して、利用者の全額自己負担によってサービスを提供することは可能
です。その場合は、介護予防サービス計画（ケアプラン）の策定段階
における利用者の同意が必要となることから、包括支援センター（介
護予防支援事業者）に連絡し、介護予防サービス計画（ケアプラン）
の変更の援助を行います。

等の生命や身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除く）

利用者の日常生活の範囲を超えたサービス提供（大掃除、庭掃除
など）

主として家族の利便に供する行為又は家族が行うことが適当であると
判断される行為

その他利用者又は家族等に対して行う宗教活動、政治活動、営利
活動、その他迷惑行為

従業者等が行わなくても日常生活を営むのに支障が生じないと判断さ
れる行為

次に掲げるように、保険給付として適切な範囲を逸脱していると考えられ
るサービス提供を求められた場合は、サービス提供をお断りする場合があ
ります。

災害時及び悪天候時には、サービスの中止、日時の変更、従業者等の
変更等お願いする場合があります。
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第11条　　サービスの提供に当たって

１．

２．

３．

４．サービス提供は生活支援型訪問サービス計画に基づいて行います。

５．

第12条　　契約の解約・終了について

１．

２．

３．

① 事業者が正当な理由なくサービスを提供しない場合

② 事業者が守秘義務に反した場合

③

４．

①

②

５．

①

②

③

利用者が介護保険施設に入所した場合

次の事由に該当した場合は、この契約は自動的に終了します。

利用者は事業者に対して、契約終了を希望する７日前までにその旨を文書
で申し出ることにより、この契約を解約することができます。ただし、利
用者の病変・急な入院など止むを得ない事情がある場合は、７日前以内で
あってもこの契約を解約することができます。

サービスの提供に先立って、介護保険被保険者証に記載された内容（被保
険者資格、事業対象者認定又は、要支援認定の有無及び要支援認定の有効
期間）を確認させていただきます。被保険者の住所などに変更があった場
合は速やかに当事業者にお知らせください。

次の事由に該当した場合は、事業者は利用者に文書で通知することによ
り、直ちにこの契約を解約することができます。

次の事由に該当した場合は、利用者は事業者に文書で通知することによ
り、直ちに契約を解約することができます。

事業者がこの契約に定めるサービス提供を正常に行い得ない状況に
陥った場合

事業者は止むを得ない事情がある場合、利用者に対して、１カ月間の予告
期間をおいて理由を示した文書で通知することにより、この契約を解約す
ることができます。

利用者がこの契約に定める利用料等の支払いを２カ月以上遅延し、利
用料等を支払うよう催告したにもかかわらず14日以内にこれが支払わ
れない場合

利用者またはその家族が、事業者やサービス従業者に対して、この契
約を継続し難いほどの重大な背信行為を行った場合

従業者等に対するサービス提供に関する具体的な指示や命令は、すべて当
事業者が行います。実際の提供に当たっては、利用者の心身の状況や意向
に充分な配慮を行います。

なお、生活支援型訪問サービス計画は、利用者等の心身の状況や意向など
の変化により、必要に応じて変更することができます。

生活支援型訪問サービス計画は、利用者又は家族にその内容の説明を行
い、同意を得た上で交付いたしますので、ご確認いただくようお願いしま
す。

利用者に係る地域包括支援センター（介護予防支援事業者）が作成する介
護予防サービス計画（ケアプラン）に基づき、利用者及び家族の意向を踏
まえて、生活支援型訪問サービスの目標、当該目標を達成するための具体
的なサービスの内容等を記載した生活支援型訪問サービス計画を作成しま
す。

利用者の事業対象者認定、又は要支援認定区分が、自立と認定された
場合
利用者の事業対象者認定、又は要支援認定区分が、要介護と認定され
た場合
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④

第13条　　身分証明書の携行

第14条　　秘密の保持と個人情報の保護について

１．利用者及びその家族に関する秘密の保持について

２．個人情報の保護について
①

②

第15条　　緊急時の対応方法について

第17条　　生活支援型訪問サービス内容について

１．

２．

３．訪問事業責任者（生活支援型訪問サービス計画作成者）

事業者及び従業者等は、サービス提供をするうえで知り得た利用者及びそ
の家族に関する秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。この秘密
を保持する義務は、契約が終了した後も継続します。
尚、個人情報取得に関しては、別紙にて同意を得ることといたします。
また同意書の有効期限については、契約書に定める契約期間と同じとしま
す。

事業者は、サービス提供時において、利用者に病状の急変が生じた場合や、
その他必要と判断した場合は、速やかに主治医・救急センターへの搬送等の
必要な措置を講じます。ご家族または緊急連絡先に連絡が取れない場合は事
後連絡になります。

契約締結後のサービス提供は、この内容に基づく生活支援型訪問サービス
計画を作成のうえで実施しますが、状況の変化、意向の変動などにより、
内容変更も可能です。

このサービス内容の見積もりは、介護予防サービス計画（ケアプラン）に
沿って、事前にお聞きした日常生活の状況や利用意向をもとに作成したも
のです。

従業者等は、常に身分証を携行し、初回訪問時及び利用者又は利用者の家族
から提示を求められた時は、いつでも身分証を提示します。

事業者は、利用者及びその家族に関する個人情報が含まれる記録物に
ついては、細心の注意をもって管理し、また処分の際にも第三者への
漏洩を防止するものとします。

事業者は、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、速
やかに利用者の家族に連絡を行います。又、必要と認めた場合は、市町村等
及び当該利用者に関わる居宅介護支援事業所に連絡を行うとともに、必要な
措置を講じます。又、その内容を記録に残します。

その他、利用者に介護サービスの提供が必要でなくなったと認められ
る場合

事業者は、利用者又はその代理人から予め文書で同意を得ない限り、
サービス担当者会議において、利用者の個人情報を用いません。ま
た、利用者の家族の個人情報についても、予め文書で同意を得ない限
り、サービス担当者会議で利用者の家族の個人情報を用いません。

第16条 事故発生時の対応について

山田　智子
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第18条　　サービス提供に関する相談、苦情について

１．事業所の窓口

事業所 パソナライフケア栄谷

管理者 岸　美和

所在地 和歌山市栄谷179-1

電　話 ０７３－４５５－３８３３

受付日時 月曜日～金曜日　　９：００～１７：００

２．各区市町村の窓口

和歌山市介護保険課 （直通電話）

３．公的団体の窓口 0

和歌山県国民健康保険団体連合会（電話）

第19条　　サービス提供の記録

事業者は、サービス提供の記録を作成し、

サービスを提供した日から５ 年間保管します。

第20条　　損害保険への加入

第21条　　重要事項の変更について

虐待防止に関する事項

1.

①

②

③

④

2.

衛生管理等

事業者は、福祉事業者総合賠償責任保険に加入しています。（保険会社：三
井住友海上火災保険株式会社、保険内容：施設賠償責任・生産物賠償責任）

０７３（４３５）１１９０

０７３（４２７）４６６５

重要事項説明書に記載した内容に変更が生じた場合には、書面を再交付し、
署名・捺印にて利用者の同意確認を行います。

第24条

第22条 災害非常対策について

事業所は、非常災害に備えるため、地震等非常災害に対処するための計画を
作成し、消防等についての責任者を定め、年２回以上、避難訓練その他必要
な訓練を行うとともに、非常災害が発生した際もその事業が継続できるよ
う、他の事業所等との連携及び協力を行う体制を構築するよう努めます。

第23条

事業者は、利用者の人権の擁護・虐待等の防止のため、次のとおり必要な措
置を講じます。

虐待防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行
うことができるものとする。）を定期的に開催するとともに、その結果に
ついて従業者に周知徹底を図る

虐待防止のための指針の整備

従業者に対し虐待を防止するための定期的な研修の実施

前３号に掲げる措置を適切に実施するための担当者の設置

事業者は、サービス提供中に、事業所の従業者又は養護者（利用者の家族等
高齢者を現に養護する者）による虐待を受けたと思われる利用者を発見した
場合は、速やかに、これを区市町村に通報します。

(1) 事業者は、利用者の使用する備品等は清潔に保持し、定期的な消毒を施すな
ど常に衛生的な管理に努めます。
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①

➁

③

その他運営に関する重要事項

2

第26条　　重要事項説明の年月日

の規定に基づき、利用者に説明を致しました。

和歌山市指定介護予防サービス等の人員、設備及び運営並びに指定介護予防
サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定
める条例（平成２４年和歌山市条例第５０号）

令和　　　年　　　月　　　日

事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備していま
す。

従業者に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期
的に実施し、年１回以上の健康診断を受診させます。

第25条

事業者は、適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われ
る性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相
当な範囲を超えたものにより訪問介護従業者の就業環境が害されることを防
止するための方針の明確化等の必要な措置を講じます。

事業者は、感染症や非常災害の発生時において、サービスの提供を継続的に
実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画を策
定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じます。

(2) 事業者は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に
掲げる措置を講じます。

事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委
員会をおおむね６ヶ月に１回以上開催するとともに、その結果について、
従業者に周知徹底しています。
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